
三田市立高平小学校学校だより 

風の音   令和５年度 ４月号 

ご入学・ご進級 

おめでとうございます 
  
春の柔らかな陽ざしが、高平の美しい自然を優しく包み込むうれしい

季節となりました。新年度（令和５年度）のはじまりです。保護者のみ

なさま、お子様のご入学・ご進級おめでとうございます。 

7 日の始業式の日には、子どもたちの活気に満ちた声が校舎内に響き渡っていました。始業式

では、在校生はそれぞれ進級し、期待と緊張を胸に新学年を迎えました。４月 11 日（火）には

１年生（１２名）も希望に胸を膨らませ入学し、全校児童○○名となりました。新たな職員も加

わり、高平小学校の新年度（令和５年度）がスタートしました。 

さて、本校では、学校教育目標「人とつながり よりよい自己をめざす 児童の育成～『やさ

しさ』と『ふるさと高平』を大切にする～」を掲げ、一人一人の子どもたちの願いや思いを大切

に、互いを思いやるやさしさとふるさと高平を愛する心を育て、各自の夢を実現するため、目標

を持って粘り強く取り組む子どもに育てていきたいと考えています。保護者や地域のみなさまの

温かいご支援とご協力をよろしくお願いいたします。 

 今年度の学校教育目標を下記の通りに設定いたしました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

令和５年度  高平小学校の教育目標 

◎ 学 校 教 育 目 標  

「人とつながり よりよい自己をめざす 児童の育成」 

   ～「やさしさ」と「ふるさと高平」を大切にする～ 

◎めざす子ども像 

「学びいっぱい 友だちいっぱい やさしさいっぱい 高平っ子」 

【学びいっぱい】 

・ 目標に向かって、粘り強く取り組む子 

・ 意欲、興味、関心をもって進んで学習する子 

 【友だちいっぱい】 

・ 自分から進んで友だちと仲よくする子 

・ 友だちと助け合い、支え合う子 

・ いじめをしない、させない、許さない子 

【やさしさいっぱい】 

・ 誰にでも優しく、思いやりを持って行動する子 

・ 気持ちのよいあいさつができる子 

・ 感謝の気持ちを表現できる子 

◎ め ざ す 学 校 像  

「 私 た ち の 誇 り  ふ る さ と  高 平 小 学 校 」  

〇 子 ど も ・ ・ ・ 高 平 小 学 校 で よ か っ た と 思 え る 学 校   

〇 保 護 者 ・ ・ ・ 通 わ せ て よ か っ た と 思 え る 学 校   

〇 地 域 住 民 ・ ・ と も に 歩 ん で よ か っ た と 思 え る 学 校  

〇 教 職 員 ・ ・ ・ 勤 務 し て よ か っ た と 思 え る 学 校   

日 曜 学校行事 給食 日 曜 学校行事 給食

1 土 学年始休業日 16 日

2 日 17 月
全校朝会　登校指導
給食開始（1年）

〇

3 月 18 火
全国学力学習状況調査（6年）
視力検査（1・2・3年）

〇

4 火 19 水 委員会活動①　歯科健診 〇

5 水 20 木 家庭訪問① ○

6 木 21 金
家庭訪問②　尿検査②
優しさ発見の日

○

7 金
始業式　一斉終会12:15
優しさ発見の日

22 土

8 土 23 日 家庭読書の日

9 日 24 月 家庭訪問③ 〇

10 月
短縮授業
一斉終会12：15

25 火 聴力検査（2・3・5年） 〇

11 火 入学式 26 水 代表委員会　聴力検査（1年） ○

12 水
短縮授業
一斉終会12：15

27 木 心臓検診（1年）　尿検査③ ○

13 木
給食開始（2～6年）　尿検査①
身体測定（4・5・6年）

○ 28 金 優しさ発見の日 ○

14 金 身体測定（1・2・3年）優しさ発見の日 ○ 29 土
授業参観9:40　PTA総会10:35
引き渡し訓練11:50

15 土 30 日

新型コロナウイルス感染症の対応について 

4 月 1 日より、新型コロナウイルス感染症に係る学校の対応が変わりましたのでお知らせし

ます。（保護者「新型コロナウイルス感染症に係る学校における対応について」抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

４月行事予定 

★家庭における健康管理等のお願い 

（１）石けんと流水による手あらい、咳エチケットなど感染症予防を徹底してください。 

（２）十分な睡眠、バランスのとれた食事、適度な運動を心がけてください。 

（３）換気と加湿（湿度 40％以上を目安）を心がけ感染予防に努めてください。 

（４）学校から配布する健康観察カードに、毎朝体温等の結果を記録し学校に提出してください。 

（５）発熱等の風邪症状がみられるときは、自宅で休養してください。発熱等の風邪症状がある

場合は、かかりつけ医に電話で相談した上で受診してください。また受診結果を学校に報

告してください。 

（６）登校後の体調不良時等に使用しますので、学校にマスクを持参してください。 

（７）常時換気を徹底するため、衣服調節できるよう準備してください。 

（８）登校後、発熱等の風邪症状がみられた場合は、原則早退とします。学校からの緊急の連絡

や迎えの連絡に対して、必ず対応できるようにしてください。 

（９）塾やスポーツクラブ、スクール等の習い事に通う場合は、行き帰りを含め、大人の目の届

かない場所が増え、その場における感染拡大が懸念されるため、速やかに帰宅するなど、

感染防止対策を徹底してください。 

（10）コロナワクチン接種に関して検討する場合には、国や兵庫県が作成している動画等を参考

にしてください。 

★次のような場合は、必ず学校に連絡し登校をさせないでください（欠席扱いになりません）。 

なお、利用している放課後児童クラブや放課後等デイサービス、きょうだい等が通う就学前施設

（幼稚園、保育園、認定こども園）など関連事業所等への連絡も併せてお願いします。 

（１）児童生徒本人が、発熱等の風邪症状がある場合（ワクチン接種後を含む） 

（２）児童生徒本人が、濃厚接触者になった場合 

（３）児童生徒本人が、新型コロナウイルスに感染していると診断された場合  

※改定により対象者が「同居家族」から「児童生徒本人」となりました。 

※お子様が授業日にワクチン接種をする場合は欠席扱いにはなりません。事前に学校にご相談く

ださい。 

 


